
 

 

「仮設ミニＳＳ」の実施状況について 

 

平成２３年６月１日 

資源エネルギー庁 

 

１．５月３０日から５月３１日の２日間は、以下の市町で給油を行いました。 

①宮城県南三陸町・・・・・警察・消防車両等２８台 

 

（注）宮城県南三陸町におきましては、５月３１日を持って給油所を終了しま

す。 

 

２．３月２７日から５月３１日までの６６日間で、計９市町村（※）に「仮設ミニＳ

Ｓ」を設置し、累計で約１０３００台に対して給油を行いました。 

※岩手県：釜石市、陸前高田市、大槌町 

  宮城県：石巻市、東松島市、女川町、南三陸町 

  福島県：新地町、飯館村 

 

 

 

（本件連絡先）資源エネルギー庁 資源・燃料部  

政策課長 加藤、課長補佐 正田 

（ＴＥＬ） ０３－３５０１－２７７３ 


